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　委員会では、所管する事務について調査を行い、その施策を
本会議から付託された議案等の審査に活かしています。

実 施 日： 1月30日（月）
調査事項：市街化調整区域の見直しについて

実 施 日： ３月10日（金）
報告事項：共立メンテナンスの分社化に対する市の

対応について

実 施 日： ２月８日（水）
調査事項：「たつの市障害児通所支援センターはばき園」の現状について

実 施 日： ２月10日（金）
調査事項：たつの市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進基本方針について

Ｑ	 県の規制緩和の動きは、どのようなものなのか。
Ａ	 特別指定区域制度の規制緩和の申請に２、３年かかる
が、その申請期間を短くできないかといったことや、市街化
調整区域の廃止等のルールを検討していると聞いている。

Ｑ	 自身の所有する土地に子や孫が家を建てられないと
いった問題の規制緩和を求められていると考えるが、対策
はあるのか。
Ａ	 特別指定区域以外に家を建てるとなると、農家の方が
農家住宅として建てるしかないのが現状である。

Ｑ	 契約上の問題はないのか。
Ａ	 業務内容、現場運営において変更するところはなく、現
在所属している社員も原則同条件で継続して雇用されるこ
とから、地位継承されたものである。たつの市公の施設に係
る指定管理者の地位の承継に関する取扱い要綱の規定によ
り、承継届出書を市長に提出することで、現在の契約を継続
できるため、問題はない。

Ｑ	 今回新たに移転スタートしたが、現状を踏まえて、課
題等があればお聞きしたい。
Ａ	 現場では、障害を抱えている子どもの保護者の方に対
し、どのように療育につなげていくかをご理解いただくこと
が難しい現状はある。これからもたくさんの知識を得て、資
質向上しながら、利用者の方へ、よりよい療育を提供できる
ように努めていきたい。

Ｑ	 療育の先生の確保はどのように行っているのか。

Ａ	 作業、言語療法の先生は、たつの市民病院から派遣し
ていただいている。また、法人にも委託して来ていただいて
いる。市内にも多くの施設があるので、先生の絶対数が限ら
れており、先生の確保に苦労している現状もある。

Ｑ	 オンライン申請を進めていけば、デジタル化が見えて
くるのではないか。

Ａ	 市役所に来た方が、そこでオンライン申請して、次か
ら自宅でもできるようになり、最終的には「書かない市役
所」から「来なくてもいい市役所」を目指したいと考えて
いる。

Ｑ	 基本方針の期間は令和７年度までとなっているが、可
能なのか。
Ａ	 国の関係のオンライン化や標準システムは、７年度末ま
でに完成させる。市の方針は、優先順位をつけ、市民の利便
性や業務改善に集中的に取組んでいきたいと考えている。

　理事者側から「国民宿舎志んぐ荘」と「道の駅しんぐう」の
指定管理者である㈱共立メンテナンスが会社分割（簡易吸収
分割）し、全ての業務を㈱共立ソリューションズに地位承継さ
れることに伴い、㈱共立ソリューションズと現在の契約を継
続すると報告がありました。
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